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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着用者に対して適合された眼科レンズの少なくとも１つの光学表面を最適化するための
コンピュータ手段によって実行される方法であって、
　－　最適化対象の初期光学表面（ＩＳ）が提供される光学表面パラメータ提供ステップ
（Ｓ１）と、
　－　作業光学表面（ＷＳ）が、前記初期光学表面（ＩＳ）の少なくとも一部分に等しく
なるように、定義される作業光学表面定義ステップ（Ｓ１２）と、
　－　第１表面費用関数が提供される第１表面費用関数提供ステップ（Ｓ２）であって、
前記第１表面費用関数Ｊ１は、前記作業光学表面のｎ次導関数の関数であり、ｎは、２以
上の整数である、ステップと、
　－　表面費用関数の組が提供される表面費用関数の組提供ステップ（Ｓ３）であって、
前記表面費用関数Ｊ２、Ｊ３、．．．Ｊｐの組のそれぞれの表面費用関数は、前記作業光
学表面の評価ゾーン上の少なくとも１つの基準の関数であるステップと、
　－　眼鏡フレームの輪郭を表す輪郭データが提供される輪郭データ提供ステップと、
　－　グローバル表面費用関数が評価されるグローバル表面費用関数評価ステップ（Ｓ４
１）であって、前記グローバル表面費用関数Ｇは、前記第１表面費用関数と表面費用関数
の組のそれぞれの表面費用関数の重み付けされた合計で、
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と表され、Ｊｉはｉ番目の前記表面費用関数であり、αｉはｉ番目の前記表面費用関数の
重みであるステップ（Ｓ４１）と、
　－　前記作業光学表面が変更される変更ステップ（Ｓ４２）とを有し、
　－　変更された作業表面は、初期光学表面（ＩＳ）が変更された部分であり、
　－　前記グローバル表面費用関数評価ステップ（Ｓ４１）及び前記変更ステップ（Ｓ４
２）は、前記グローバル表面費用関数を極小化する作業光学表面を決定するように繰り返
され、
　－　前記グローバル表面費用関数は、前記第１表面費用関数及び前記表面費用関数の組
のそれぞれの表面費用関数の重み付けされた合計であり、
　前記表面費用関数の組の前記表面費用関数の少なくとも１つは、前記眼鏡フレームの前
記輪郭と前記眼科レンズの前記初期光学表面（ＩＳ）との間の逸脱の関数である方法。
【請求項２】
　前記表面費用関数の組のそれぞれの表面費用関数の前記少なくとも１つの基準は、前記
評価ゾーンの少なくとも一部分上における表面基準である請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記表面費用関数の組のそれぞれの表面費用関数の前記少なくとも１つの基準は、前記
評価ゾーンの少なくとも１つの地点における最小、最大、又は平均球体、前記評価ゾーン
における平均球体、前記評価ゾーンの少なくとも１つの地点における円筒体、前記評価ゾ
ーンにおける平均円筒体、前記評価ゾーンの少なくとも１つの地点における最小、最大、
又は平均球体の勾配、前記評価ゾーンの少なくとも１つの地点における前記球体の２次導
関数、前記評価ゾーンの少なくとも１つの地点におけるガウス曲率、前記評価の少なくと
も１つの地点における前記ガウス曲率の勾配、前記評価ゾーンの少なくとも１つの地点に
おける最小曲率、前記評価ゾーンの少なくとも１つの地点における法曲率から構成された
リスト中において選択される請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記表面費用関数の組のそれぞれの表面費用関数の前記評価ゾーンは、近見視ゾーン、
遠見視ゾーン、前記近見視ゾーンと遠見視ゾーンとの間の中間コリドー、周縁部、鼻ゾー
ン、及び側頭ゾーンからなるリスト中において選択される請求項１～３のいずれか一項に
記載の方法。
【請求項５】
　光学レンズは、着用者に対して適合された眼科レンズであり、且つ、前記表面費用関数
の組の前記表面費用関数のうちの１つの前記基準の少なくとも１つは、前記着用者の処方
に関係している請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　ｎは、４以下である請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　前記グローバル表面費用関数において、前記第１表面費用関数の前記重みは、合計重み
の０．１％～１０％を表す請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記輪郭データ提供ステップにおいて提供される前記輪郭データは、前記眼鏡フレーム
の計測された輪郭を最適化するコンピュータ手段によって実行される方法によって取得さ
れ、前記方法は、
　－　前記眼鏡フレームの作業輪郭が定義される作業輪郭定義ステップ（Ｓ４１１）と、
　－　第１輪郭費用関数が提供される第１輪郭費用関数提供ステップ（Ｓ４１２）であっ
て、前記第１輪郭費用関数ｊｉは、前記作業輪郭の少なくとも一部分の曲線のｍ次導関数
の関数であり、ｍは、２以上の整数である、ステップと、
　－　輪郭費用関数の組が提供される輪郭費用関数の組提供ステップ（Ｓ４１３）であっ
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て、前記輪郭費用関数の組のそれぞれの輪郭費用関数は、少なくとも前記作業輪郭と前記
輪郭の前記計測された地点との間の逸脱の関数であり、且つ、前記輪郭費用関数の組は、
少なくとも１つの輪郭費用関数を有するステップと、
　－　グローバル輪郭費用関数が評価されるグローバル輪郭費用関数評価ステップ（Ｓ４
１４）であって、前記グローバル輪郭費用関数は、前記第１輪郭費用関数と前記輪郭費用
関数の組のそれぞれの輪郭費用関数との重み付けされた合計であるステップと、
　－　前記作業輪郭が変更される輪郭変更ステップ（Ｓ４１５）と、
　を有し、
　前記グローバル輪郭費用関数評価及び輪郭変更ステップは、前記グローバル輪郭費用関
数を極小化するように反復される、請求項１乃至７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　ｍは、４以下である請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１輪郭費用関数は、前記作業輪郭全体の曲線のｍ次導関数の関数である請求項８
又は９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記グローバル輪郭費用関数において、前記第１輪郭費用関数の前記重みは、合計重み
の０．１％～１０％を表している請求項８～１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　プロセッサからアクセス可能であり、且つ、前記プロセッサによって実行された際に、
前記プロセッサに請求項１～１１に記載のステップを実行させる命令の１つ又は複数の保
存されたシーケンスを有するコンピュータプログラムプロダクト。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の前記コンピュータプログラムプロダクトの命令の１つ又は複数のシ
ーケンスを担持するコンピュータ可読媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学レンズの少なくとも１つの光学表面を最適化するコンピュータ手段によ
って実装される方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本明細書における本発明の背景の説明は、本発明の背景を説明するために含まれるもの
である。これは、参照されている資料のいずれかが、いずれかの請求項の優先権日付にお
いて、公開済みであるか、既知であるか、或いは、一般的な常識の一部であることの是認
として解釈してはならない。
【０００３】
　光学レンズは、通常、プラスチック又はガラス材料から製造されており、且つ、一般に
は、必要とされる矯正処方を提供するように相互に協働する２つの反対表面を有する。反
対表面の形状及び位置は、光学レンズの光学的機能を決定する。
【０００４】
　通常、それぞれの光学表面の形状は、最適化法を使用することにより、決定されている
。既知の最適化法は、選択された基準の組がターゲット値に到達又は接近するように、開
発されている。
【０００５】
　個人化された光学レンズの開発に伴い、検討を要する基準の数が増大し、且つ、最適化
法に必要とされる時間と共に、最適化法に必要とされるリソースも、増大している。
【０００６】
　更には、本発明者らは、既知の最適化法によれば、得られる表面が、特に、最適化され
た光学表面の周囲において、若干の曲率の変動を提示しうることを認知した。
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【０００７】
　従って、多数の基準の検討を許容すると共に滑らかな表面を提供する最適化法に対する
ニーズが存在している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、このような最適化法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の第１の態様によれば、光学レンズの少なくとも１つの光学表面を最適化するコ
ンピュータ手段によって実装される方法が提供され、方法は、
　－　決定対象の光学表面を定義する少なくとも１つのパラメータが提供される光学表面
パラメータ提供ステップと、
　－　第１表面費用関数が提供される第１表面費用関数提供ステップであって、第１表面
費用関数は、少なくとも１つのパラメータによって定義された表面のｎ次導関数であり、
ｎは、２以上の整数である、ステップと、
　－　表面費用関数の組が提供される表面費用関数の組提供ステップであって、表面費用
関数の組のそれぞれの表面費用関数は、少なくとも１つのパラメータによって定義された
表面の評価ゾーンにおける少なくとも１つの基準の関数であり、且つ、表面費用関数の組
は、少なくとも１つの費用関数を有する、ステップと、
　－　グローバル表面費用関数を極小化する少なくとも１つの光学表面パラメータの値が
決定される光学表面パラメータ決定ステップであって、グローバル表面費用関数は、第１
表面費用関数と表面費用関数の組のそれぞれの表面費用関数の重み付けされた合計である
、ステップと、
　を有する。
【００１０】
　有利には、第１費用関数を使用することにより、本発明による方法は、滑らかな表面の
提供を許容する。更には、評価ゾーンにおいて表面費用関数の組を定義することにより、
本発明による方法は、表面の全体において基準を決定する必要性を回避しており、且つ、
評価ゾーンにおいてのみ基準を定義すればよい。
【００１１】
　単独で又は組合せにおいて検討されうる更なる実施形態によれば、
　－　光学表面パラメータ提供ステップにおいて、初期光学表面を定義する少なくともパ
ラメータの初期値が提供され、且つ、
　－　方法は、
　－　作業光学表面（Ｌｉ）が、初期光学表面（Ｌ０）の少なくとも一部分と等しくなる
ように定義される作業光学表面定義ステップ（Ｓ１２）と、
　－　グローバル表面費用関数が評価されるグローバル表面費用関数評価ステップ（Ｓ４
１）と、
　－　作業表面が変更される変更ステップ（Ｓ４２）と、
　を更に有し、
　－　第１費用関数は、作業表面のｎ次導関数の関数であり、表面費用関数の組のそれぞ
れの表面費用関数は、作業表面の評価ゾーンにおける少なくとも１つの基準の関数であり
、
　－　少なくとも１つの光学パラメータの値は、グローバル表面費用関数を極小化するよ
うに評価及び変更ステップを反復することにより、決定され、且つ／又は、
　－　表面費用関数の組のそれぞれの表面費用関数の少なくとも１つの基準は、評価ゾー
ンの少なくとも一部分における表面基準であり、且つ／又は、
　－　表面費用関数の組のそれぞれの表面費用関数の少なくとも１つの基準は、評価ゾー
ンの少なくとも１つの地点における最小、最大、又は平均球体、評価ゾーンにおける平均
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球体、評価ゾーンの少なくとも１つの地点における円筒体、評価ゾーンにおける平均円筒
体、評価ゾーンの少なくとも１つの地点の高度、評価ゾーンにおける平均高度、評価ゾー
ンの少なくとも１つの地点における最小、最大、又は平均球体の勾配、評価ゾーンの少な
くとも１つの地点における球体の２次導関数、評価ゾーンの少なくとも１つの地点におけ
るガウス曲率、評価の少なくとも１つの地点におけるガウス曲率の勾配、評価ゾーンの少
なくとも１つの地点における最小曲率、評価ゾーンの少なくとも１つの地点における法曲
率から構成されたリストから選択され、且つ／又は、
　－　表面費用関数の組のそれぞれの表面費用関数の評価ゾーンは、近見視ゾーン、遠見
視ゾーン、近見視ゾーンと遠見視ゾーンとの間の中間コリドー、周縁部、鼻ゾーン、及び
側頭ゾーンから構成されたリストから選択され、且つ／又は、
　－　光学レンズは、着用者に対して適合された眼科レンズであり、且つ、表面費用関数
の組の表面費用関数のうちの１つの表面費用関数の基準の少なくとも１つは、着用者の処
方に関係しており、且つ／又は、
　－　ｎは、４以下であり、且つ／又は、
　－　グローバル表面費用関数において、第１表面費用関数の重みは、合計重みの０．１
％～１０％を表しており、且つ／又は、
　－　光学レンズは、着用者に対して適合された眼科レンズであり、且つ／又は、
　－　方法は、光学パラメータ決定ステップの前に、眼鏡フレームの輪郭を表す輪郭デー
タが提供される輪郭データ提供ステップを更に有し、且つ／又は、
　－　表面費用関数の組の表面費用関数の少なくとも１つは、眼鏡フレームの輪郭と眼科
レンズの表面との間の逸脱の関数であり、且つ／又は、
　－　輪郭データ提供ステップにおいて提供される輪郭データは、眼鏡フレームの計測さ
れた輪郭を最適化するコンピュータ手段によって実装される方法によって取得され、方法
は、
　－　眼鏡フレームの輪郭の計測された地点を表す輪郭データが提供される輪郭データ提
供ステップと、
　－　眼鏡フレームの作業輪郭が定義される作業輪郭定義ステップと、
　－　第１輪郭費用関数が提供される第１輪郭費用関数提供ステップであって、第１輪郭
費用関数は、作業輪郭の少なくとも一部分の曲線のｍ次導関数の関数であり、ｍは、２以
上の整数である、ステップと、
　－　輪郭費用関数の組が提供される輪郭費用関数の組提供ステップであって、輪郭費用
関数の組のそれぞれの輪郭費用関数は、少なくとも作業輪郭と輪郭の計測された地点の間
の逸脱の関数であり、且つ、輪郭費用関数の組は、少なくとも１つの輪郭費用関数を有す
る、ステップと、
　－　グローバル輪郭費用関数が評価されるグローバル輪郭費用関数評価ステップであっ
て、グローバル輪郭費用関数は、第１輪郭費用関数と輪郭費用関数の組のそれぞれの輪郭
費用関数の重み付けされた合計である、ステップと、
　－　作業輪郭が変更される輪郭変更ステップと、
　を有し、
　グローバル輪郭費用関数評価及び輪郭変更ステップは、グローバル輪郭費用関数を極小
化するように反復され、且つ／又は、
　－　ｍは、４以下であり、且つ／又は
　－　第１輪郭費用関数は、作業輪郭全体の曲線のｍ次導関数の関数であり、且つ／又は
、
　－　グローバル輪郭費用関数において、第１輪郭費用関数の重みは、合計重みの０．１
％～１０％を表している。
【００１２】
　更なる態様によれば、本発明は、プロセッサからアクセス可能であると共に、プロセッ
サによって実行された際に、プロセッサに本発明による方法のステップを実行させる命令
の１つ又は複数の保存されたシーケンスを有するコンピュータプログラムプロダクトに関
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する。
【００１３】
　本発明は、本発明によるコンピュータプログラムプロダクトの命令の１つ又は複数のシ
ーケンスを担持するコンピュータ可読媒体に更に関する。
【００１４】
　更には、本発明は、本発明の方法をコンピュータに実行させるプログラムに関する。
【００１５】
　又、本発明は、その上部に記録されたプログラムを有するコンピュータ可読ストレージ
媒体にも関し、この場合に、プログラムは、本発明の方法をコンピュータに実行させる。
【００１６】
　本発明は、命令の１つ又は複数のシーケンスを保存すると共に、本発明による方法のス
テップのうちの少なくとも１つを実行するように、適合されたプロセッサを有する装置に
更に関する。
【００１７】
　そうではない旨が具体的に記述されていない限り、以下の説明から明らかとなるように
、本明細書の全体を通じて、「演算」、「計算」、又はこれらに類似したものなどの用語
を利用した説明は、演算システムのレジスタ及び／又はメモリ内の電子的な量などの物理
的な量として表されたデータを、操作すると共に／又は、演算システムのメモリ、レジス
タ、又はその他のこのような情報の保存、送信、又は表示装置内の物理的量として同様に
表されているその他のデータに変換するコンピュータ、又は演算システム、或いは、類似
の電子演算装置の動作及び／又はプロセスを参照していることを理解されたい。
【００１８】
　本発明の実施形態は、本明細書における動作を実行するための装置を含んでもよい。こ
の装置は、望ましい目的のために、特別に構築されてもよく、或いは、コンピュータ内に
おいて保存されたコンピュータプログラムによって選択的に起動又は再構成される汎用コ
ンピュータ又はデジタル信号プロセッサ（「Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅ
ｓｓｏｒ：ＤＳＰ」）を有してもよい。このようなコンピュータプログラムは、限定を伴
うことなしに、フロッピー（登録商標）ディスク、光ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気－光
ディスク、読出し専用メモリ（Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ：ＲＯＭ）、ランダム
アクセスメモリ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ：ＲＡＭ）、電気的にプロ
グラム可能な読出し専用メモリ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ
　Ｒｅａｄ－Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ：ＥＰＲＯＭ）、電気的に消去可能且つプログラム
可能な読出し専用メモリ（Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ　Ｅｒａｓａｂｌｅ　ａｎｄ　Ｐｒ
ｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ：ＥＥＰＲＯＭ）、磁気又は
光カード、又は電子的命令を保存するのに適した且つコンピュータシステムバスに結合さ
れる能力を有する任意のその他のタイプの媒体を含む任意のタイプのディスクなどのコン
ピュータ可読ストレージ媒体内において保存されてもよい。
【００１９】
　プロセス及び表示は、本質的に、任意の特定のコンピュータ又はその他の装置に関係し
たものではない。様々な汎用システムが、本明細書の教示内容に従ってプログラムと共に
使用されてもよく、或いは、望ましい方法を実行するべく更に専門的な装置を構築するの
に便利であることが証明されうる。様々なこれらのシステムの望ましい構造については、
以下の説明から明らかとなろう。更には、本発明の実施形態は、任意の特定のプログラミ
ング言語を参照して記述されてはいない。様々なプログラミング言語が、本明細書におい
て記述されている本発明の教示内容を実装するべく使用されてもよいことを理解されたい
。
【００２０】
　以下、添付図面を参照し、本発明の非限定的な実施形態について説明することとする。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
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【図１】本発明の様々な実施形態による方法のステップを表すフローチャートである。
【図２】レンズ製造者によって適用される一時的なマーキングを有するレンズを示す。
【図３】眼とレンズの光学系を概略的に示す。
【図４】眼とレンズの光学系を概略的に示す。
【図５】眼の回転の中心からのレイトレーシングを示す。
【図６】本発明の様々な実施形態による方法のステップを表すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　図中の要素は、簡便性及びわかりやすさを目的として示されており、且つ、必ずしも正
確な縮尺で描画されてはいない。例えば、図中の要素のうちのいくつかの要素の寸法は、
本発明の実施形態の理解の改善を支援するべく、その他のものとの関係において誇張され
ている場合がある。
【００２３】
　図１に示されている本発明の一実施形態によれば、本発明による光学レンズの少なくと
も１つの光学表面を最適化する方法は、
　－　光学表面パラメータ提供ステップＳ１と、
　－　作業光学表面定義ステップＳ１２と、
　－　第１表面費用関数提供ステップＳ２と、
　－　表面費用関数の組提供ステップＳ３と、
　－　グローバル表面費用関数評価ステップＳ４１と、
　－　変更ステップＳ４２と、
　を有する。
【００２４】
　評価及び変更ステップは、グローバル表面費用関数評価ステップＳ４１において評価さ
れるグローバル表面費用関数を極小化するように、反復される。
【００２５】
　光学表面パラメータ提供ステップＳ１において、決定対象である光学表面を定義した少
なくとも１つパラメータが提供される。例えば、最適化対象である初期光学表面ＩＳが提
供される。
【００２６】
　作業光学表面定義ステップＳ１２において、作業表面ＷＳが定義される。作業光学表面
ＷＳは、まずは、初期光学表面ＩＳに等しいものとして定義される。
【００２７】
　一代替実施形態によれば、作業光学表面ＷＳは、まずは、初期光学表面ＩＳの一部分に
等しいものとして定義される。
【００２８】
　第１表面費用関数提供ステップＳ２において、第１表面費用関数Ｊ１が提供される。第
１表面費用関数Ｊ１は、作業表面ＷＳのｎ次導関数の関数であり、ｎは、２以上の整数で
ある。本発明の一実施形態によれば、ｎは、４以下である。
【００２９】
　本発明の好適な実施形態によれば、第１表面費用関数は、作業表面ＷＳのｎ次導関数に
正比例している。換言すれば、第１費用関数Ｊ１は、作業表面のｎ次導関数が最小である
際に、最小である。
【００３０】
　表面費用関数の組提供ステップＳ３において、表面費用関数の組Ｊ２、Ｊ３、．．．Ｊ
ｐが提供され、ｐは、２以上の整数であり、即ち、表面費用関数の組は、少なくとも１つ
の費用関数を有する。
【００３１】
　表面費用関数の組のそれぞれの表面費用関数は、作業光学表面の評価ゾーンにおける少
なくとも１つの基準の関数である。
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【００３２】
　本発明の一実施形態によれば、少なくとも１つの評価ゾーンは、初期表面上において定
義されており、且つ、費用関数は、評価ゾーンに関連付けられている。費用関数は、評価
ゾーンの少なくとも１つの基準の値の関数である。
【００３３】
　評価ゾーンは、任意のタイプであってもよく、且つ、任意の形状を有してもよい。例え
ば、評価ゾーンは、周縁部、特に、眼科レンズと共に使用されるべく意図された選択され
た眼鏡フレームのリムであってもよい。
【００３４】
　評価ゾーンは、更には、光学レンズの鼻ゾーン又は側頭ゾーンであってもよい。
【００３５】
　最適化対象である光学表面が累進多焦点レンズの光学表面である際には、評価ゾーンは
、近見視ゾーン及び／又は遠見視ゾーン及び／又は近見視力ゾーンと遠見視ゾーンの間の
中間コリドーであってもよい。遠見視ゾーンは、遠見視点の周りのゾーンに対応しており
、且つ、近見視ゾーンは、近見視点の周りのゾーンに対応している。
【００３６】
　多重焦点レンズは、整合されたＩＳＯ８９９０－２規格において必須であるマイクロマ
ーキングを有する。又、図２に示されているように、例えば、プリズム基準点やフィッテ
ィングクロスなどの遠見視及び近見視用のレンズ上におけるジオプトリ計測位置（しばし
ば、制御点と呼称される）を示す一時的マーキングが、レンズの表面上において適用され
てもよい。遠見視点及び近見視点という用語によって本明細書において参照されているも
のは、それぞれ、レンズ製造者によって提供されるＦＶ及びＮＶ一時的マーキングの、レ
ンズの第１表面上における直交投影内に含まれる地点のうちの任意のものであってもよい
ことを理解されたい。一時的マーキングが存在していないか、又は消去されている場合に
は、当業者は、マウンティングチャート及び永久的マイクロマーキングを使用することに
より、このような制御点をレンズ上において位置決めすることが常に可能である。
【００３７】
　費用関数の組のそれぞれの費用関数Ｊｉの基準は、評価ゾーンの所与の地点における、
或いは、例えば、評価ゾーンのすべてなどの一部分上における、表面基準であってもよい
。
【００３８】
　例えば、表面基準は、評価ゾーンの少なくとも１つの地点における球体、評価ゾーンに
おける平均球体、評価ゾーンの少なくとも１つの地点における円筒体、評価ゾーンにおけ
る平均円筒体、評価ゾーンの少なくとも１つの地点の高度、評価ゾーンにおける平均高度
、評価ゾーンの少なくとも１つの地点における球体の勾配、評価ゾーンの少なくとも１つ
の地点における円筒体の勾配、評価ゾーンの少なくとも１つの地点における球体の２次導
関数、評価ゾーンの少なくとも１つの地点における円筒体の２次導関数から構成されたリ
ストの中において選択されてもよい。
【００３９】
　周知のように、最小曲率ＣＵＲＶｍｉｎは、次式により、非球状表面上の任意の地点に
おいて定義される。
【数１】

　ここで、Ｒｍａｘは、メートルを単位として表現された局所的な最大曲率半径であり、
且つ、ＣＵＲＶｍｉｎは、ジオプトリを単位として表現される。
【００４０】
　同様に、最大曲率ＣＵＲＶｍａｘは、次式により、非球状表面上の任意の地点において
定義されうる。
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【数２】

　ここで、Ｒｍｉｎは、メートルを単位として表現された局所的な最小曲率半径であり、
且つ、ＣＵＲＶｍａｘは、ジオプトリを単位として表現される。
【００４１】
　表面が局所的に球状である際には、局所的な最小曲率半径Ｒｍｉｎと局所的な最大曲率
半径Ｒｍａｘは、同一であり、且つ、従って、最小及び最大曲率ＣＵＲＶｍｉｎ及びＣＵ
ＲＶｍａｘも、同一であることに留意されたい。表面が非球状である際には、局所的な最
小曲率半径Ｒｍｉｎと局所的な最大曲率半径Ｒｍａｘは、異なっている。
【００４２】
　最小及び最大曲率ＣＵＲＶｍｉｎ及びＣＵＲＶｍａｘのこれらの表現から、検討対象の
表面の種類に従って、ＳＰＨｍｉｎ及びＳＰＨｍａｘというラベルが付与された最小及び
最大球体を推定することができる。
【００４３】
　検討対象の表面が物体側表面（前部表面とも呼称される）である際には、式は、次式の
とおりであり、

【数３】

及び
【数４】

　ここで、ｎは、レンズの構成材料の屈折率である。
【００４４】
　検討対象の表面が眼球側表面（後部表面とも呼称される）である場合には、式は、次式
のとおりであり、

【数５】

及び

【数６】

　ここで、ｎは、レンズの構成材料の屈折率である。
【００４５】
　又、周知のように、非球状表面上の任意の地点における平均球体ＳＰＨｍｅａｎは、次
式によって定義されうる。

【数７】

【００４６】
　従って、平均球体の式は、以下のように、検討対象の表面に依存している。
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　－　表面が物体側表面である場合には、次式のとおりとなり、
【数８】

　－　表面が眼球側表面である場合には、次式のとおりとなり、
【数９】

　－　又、円筒体ＣＹＬは、次式によって定義される。
ＣＹＬ＝｜ＳＰＨｍｅａｎ－ＳＰＨｍｅａｎ｜
【００４７】
　レンズの任意の非球状面の特性は、局所的な平均球体及び円筒体によって表現されても
よい。
【００４８】
　非球状表面の場合に、局所的な円筒体軸γＡＸが更に定義されてもよい。
【００４９】
　円筒体軸γＡＸは、基準軸との関係において、且つ、選択された回転の観点において、
最大曲率ＣＵＲＶｍａｘの向きの角度である。先程定義された表記法においては、基準軸
は、水平方向であり（この基準軸の角度は、０°である）、且つ、回転の観点は、着用者
を見ている際に、それぞれの眼ごとに、反時計回りである（０°≦γＡＸ≦１８０°）。
従って、４５°の円筒体軸γＡＸの軸値は、着用者を見た際に、右側上部に配置された象
限から左側下部に配置された象限まで延在する傾斜して方向付けされた軸を表している。
【００５０】
　本発明の好適な実施形態によれば、光学レンズは、着用者に対して適合された眼科レン
ズであり、且つ、表面費用関数の組の表面費用関数のうちの１つの表面費用関数の基準の
うちの少なくとも１つは、着用者の処方に関係している。
【００５１】
　更には、累進多重焦点レンズは、レンズを着用する人物の状況を考慮した光学特性によ
り、定義されてもよい。従って、費用関数の基準は、光学的基準であってもよい。
【００５２】
　図３及び図４は、眼及びレンズの光学系の概略的な図であり、これにより、説明におい
て使用されている定義を示している。更に正確には、図３は、注視方向を定義するべく使
用されるパラメータα及びβを示すこのようなシステムの斜視図を示している。図４は、
着用者の頭部の前後部軸に対して平行であると共にパラメータβが０に等しい場合に眼の
回転の中心を通過する垂直方向プレーンにおける図である。
【００５３】
　眼の回転の中心には、Ｑ’というラベルが付与されている。一点鎖線において図４に示
されている軸Ｑ’Ｆ’は、眼の回転の中心を通過すると共に着用者の前面において延在す
る水平方向軸であり、即ち、軸Ｑ’Ｆ’は、主注視視野に対応している。この軸は、眼鏡
商によるフレーム内におけるレンズの位置決めを可能にするべくレンズ上に存在するフィ
ッティングクロスと呼ばれる地点においてレンズの非球状表面を切断している。レンズの
後部表面と軸Ｑ’Ｆ’の交差点は、地点Ｏである。Ｏは、後部表面上に配置された場合に
、フィッティングクロスになりうる。中心Ｑ’の、且つ、半径ｑ’の、頂点球体は、水平
方向軸の一地点においてレンズの後部表面に接した状態にある。例として、２５．５ｍｍ
の半径ｑ’の値は、通常の値に対応しており、且つ、レンズを着用した際に満足できる結
果を提供する。
【００５４】
　図３の実線によって表されている所与の注視方向は、Ｑ’を中心とした回転における眼
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の位置に、且つ、頂点球体の地点Ｊに、対応しており、角度βは、軸Ｑ’Ｆ’と軸Ｑ’Ｆ
’を有する水平方向プレーン上のまっすぐな線Ｑ’Ｊの投影の間に形成される角度であり
、この角度は、図３の図に示されている。角度αは、軸Ｑ’Ｊと軸Ｑ’Ｆ’を有する水平
方向プレーン上のまっすぐな線Ｑ’Ｊの投影の間に形成された角度であり、この角度は、
図３及び図４の図に示されている。従って、所与の注視視野は、頂点球体の地点Ｊに、或
いは、組（α，β）に対応している。下向き注視角度の値が正であればあるほど、注視は
、ますます下向きであり、この値が負になればなるほど、注視は、ますます上向きである
。
【００５５】
　所与の注視方向において、所与の物体距離に配置された物体空間内の地点Ｍの画像は、
最小及び最大距離ＪＳ及びＪＴに対応した２つの地点Ｓ及びＴの間に形成され、これらの
距離は、矢状の且つ接線方向の局所的焦点距離となろう。無限大における物体空間内の地
点の画像は、地点Ｆ’において形成される。距離Ｄは、レンズの後部正面プレーンに対応
している。
【００５６】
　エルゴラマは、物体地点の通常の距離をそれぞれの注視方向に関係付ける関数である。
通常、主注視方向に準拠した遠見視においては、物体地点は、無限大に位置している。近
見視においては、鼻側に向かう絶対値において３５°のレベルの角度α及び５°のレベル
の角度βに基本的に対応した注視方向に準拠した状態で、物体距離は、３０～５０ｃｍの
レベルである。エルゴラマの可能な定義に関する更なる詳細について、米国特許第６，３
１８，８５９号明細書を参照されたい。この文献は、エルゴラマ、その定義、及びそのモ
デル化法について記述している。本発明の方法の場合には、地点は、無限大に位置しても
よく、そうでなくてもよい。エルゴラマは、着用者の屈折異常の関数でありうる。
【００５７】
　これらの要素を使用することにより、それぞれの注視方向において、着用者の屈折力及
び乱視を定義することができる。エルゴラマによって付与される物体距離における物体地
点Ｍは、注視方向（α，β）について検討される。物体近接性ＰｒｏｘＯは、物体空間内
の対応する光線上の地点Ｍについて、以下のように、頂点球体の地点Ｍと地点Ｊの間の距
離ＭＪの逆数として定義される。
ＰｒｏｘＯ＝１／ＭＪ
【００５８】
　この結果、頂点球体のすべての地点について、薄いレンズの近似において物体近接性を
算出することが可能であり、この物体近接性は、エルゴラマの決定のために使用される。
実際のレンズの場合には、物体近接性は、対応する光線上における物体地点とレンズの前
部表面の間の距離の逆数と見なすことができる。
【００５９】
　同一の注視方向（α，β）の場合には、所与の物体近接性を有する地点Ｍの画像は、（
矢状及び接線方向焦点距離となる）最小及び最大焦点距離にそれぞれ対応した２つの地点
Ｓ及びＴの間に形成される。次式の値ＰｒｏｘＩは、地点Ｍの画像近接性と呼称される。
【数１０】

【００６０】
　従って、薄いレンズの場合との類似性により、屈折力Ｐｕｉは、所与の注視方向につい
て、且つ、所与の物体近接性について、即ち、対応する光線上の物体空間の地点について
、画像近接性と物体近接性の合計として定義することができる。
Ｐｕｉ＝ＰｒｏｘＯ＋ＰｒｏｘＩ
【００６１】
　同一の表記法により、乱視Ａｓｔは、すべての注視方向について、且つ、所与の物体近
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接性について、次式のように、定義される。
【数１１】

【００６２】
　この定義は、レンズによって生成される光線ビームの非点収差に対応している。この定
義は、主注視方向において、古典的な乱視の値を付与することに留意されたい。通常は軸
と呼称される乱視角度は、角度γである。角度γは、眼にリンクされたフレーム｛Ｑ’，
ｘｍ，ｙｍ，ｚｍ｝において計測される。これは、画像Ｓ又はＴが、プレーン｛Ｑ’，ｚ

ｍ，ｙｍ｝内の方向ｚｍとの関係において使用される方式に応じて形成される角度に対応
している。
【００６３】
　従って、着用状態におけるレンズの屈折力及び非点収差の可能な定義は、Ｂ．Ｂｏｕｒ
ｄｏｎｃｌｅ　ｅｔ　ａｌ．，ｅｎｔｉｔｌｅｄ“Ｒａｙ　ｔｒａｃｉｎｇ　ｔｈｒｏｕ
ｇｈ　ｐｒｏｇｒｅｓｓｉｖｅ　ｏｐｈｔｈａｌｍｉｃ　ｌｅｎｓｅｓ”，１９９０　Ｉ
ｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌｅｎｓ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ，Ｄ．Ｔ．
Ｍｏｏｒｅ　ｅｄ．，Ｐｒｏｃ．Ｓｏｃ．Ｐｈｏｔｏ．Ｏｐｔ．Ｉｎｓｔｒｕｍ．Ｅｎｇ
．に説明されているように、算出することができる。標準的な着用状態は、具体的には、
－８°の汎視角度（ｐａｎｔｏｓｃｏｐｉｃ　ａｎｇｌｅ）、１２ｍｍのレンズ－瞳孔距
離、１３．５ｍｍの瞳孔－眼の回転中心、及び０°のラップ角度（ｗｒａｐ　ａｎｇｌｅ
）によって定義される標準的な着用者の眼との関係におけるレンズの位置として理解され
たい。汎視角度とは、通常は、水平方向であると解釈される眼鏡レンズの光軸と第１眼位
における眼の視軸の間の垂直方向プレーンにおける角度である。ラップ角度とは、通常、
水平方向であると解釈される眼鏡レンズの光軸と第１眼位における眼の視軸の間の水平方
向プレーンにおける角度である。その他の条件が使用されてもよい。着用条件は、所与の
レンズについて、レイトレーシングプログラムから算出されてもよい。更には、屈折力及
び非点収差は、処方が基準点（即ち、遠見視における制御点）において且つ着用状態にお
いて自身の眼鏡を着用した着用者について実現されるように算出されてもよく、或いは、
フロントフォコメーターによって計測されてもよい。
【００６４】
　図５は、パラメータα及びβが非ゼロである構成の斜視図を示している。従って、眼の
回転の効果は、固定されたフレーム｛ｘ，ｙ，ｚ｝及び眼にリンクされたフレーム｛ｘｍ

，ｙｍ，ｚｍ｝を示すことにより、示すことができる。フレーム｛ｘ，ｙ，ｚ｝は、その
原点を地点Ｑ’において有する。軸ｘは、軸Ｑ’Ｏであり、且つ、これは、レンズから眼
に向かって方向付けられている。ｙ軸は、垂直方向であり、且つ、上向きに方向付けられ
ている。ｚ軸は、フレーム｛ｘ，ｙ，ｚ｝が直接的に直交するようなものになっている。
フレーム｛ｘｍ，ｙｍ，ｚｍ｝は、眼にリンクされており、且つ、その中心は、地点Ｑ’
である。ｘｍ軸は、注視方向ＪＱ’に対応している。従って、主注視方向の場合には、２
つのフレーム｛ｘ，ｙ，ｚ｝及び｛ｘｍ，ｙｍ，ｚｍ｝は、同一である。レンズの特性は
、いくつかの異なる方法により、且つ、特に、表面において且つ光学的に、表現されても
よいことが知られている。従って、表面の特徴決定は、光学的特徴決定と等価である。ブ
ランクの場合には、表面の特徴決定のみが使用されてもよい。光学的特徴決定は、レンズ
が着用者の処方に応じて機械加工済みであることを必要としていることを理解しなければ
ならない。対照的に、眼科レンズの場合には、特徴決定は、表面又は光学的な種類のもの
であってよく、いずれの特徴決定も、２つの異なる観点からの同一物体の表現を可能にす
る。レンズの特徴決定が光学的な種類である際には常に、それは、上述のエルゴラマ－眼
－レンズ系を意味している。簡潔性を目的として、「レンズ」という用語が説明において
使用されているが、これは、「エルゴラマ－眼－レンズ系」として理解しなければならな
い。表面の観点における値は、地点との関係において表現することができる。
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【００６５】
　光学的な観点における値は、注視方向について表現されうる。注視方向は、通常、その
原点が眼の回転の中心であるフレーム内におけるその下向き及び方位角の程度によって付
与される。レンズが眼の前面に取り付けられた際には、フィッティングクロスと呼ばれる
地点は、主注視方向の場合には、瞳孔の前に、或いは、眼の回転中心Ｑ’の前に、配置さ
れる。主注視方向は、着用者がまっすぐ前を見ている状況に対応している。従って、選択
されたフレームにおいて、フィッティングクロスは、フィッティングクロスが位置決めさ
れているレンズ表面－後部表面又は前部表面－とは無関係に、０°の下向き角度α及び０
°の方位角度βに対応している。
【００６６】
　図３～図５を参照して提供された以上の説明は、中心視野について付与されたものであ
る。周辺視野においては、注視方向が固定されるのに伴って、眼の回転の中心の代わりに
、瞳孔の中心が考慮され、且つ、注視方向の代わりに、周辺光線方向が考慮される。周辺
視野が検討される際には、角度α及び角度βは、注視方向の代わりに、光線方向に対応し
ている。
【００６７】
　グローバル費用関数評価ステップＳ４１において、グローバル費用関数が定義及び評価
される。
【００６８】
　グローバル費用関数Ｇは、第１表面費用関数と費用関数の組のそれぞれの表面費用関数
の重み付けされた合計であり、即ち、次式のとおりであり、

【数１２】

ここで、αｉは、ｉ番目の費用関数の重みであり、且つ、次式のとおりである。
【数１３】

【００６９】
　本発明の一実施形態によれば、第１費用関数の重みα１は、０．００１～０．１である
。
【００７０】
　変更ステップＳ４２において、作業表面ＷＳが変更されており、且つ、変更された作業
表面について、グローバル費用関数が再評価されている。
【００７１】
　評価及び変更ステップは、グローバル費用関数を極小化するように、反復される。最小
のグローバル費用関数を有する作業表面ＷＳを評価ゾーン上の基準と光学表面の全体的な
滑らかさの間における最良の妥協として見なすことができる。
【００７２】
　本発明の一実施形態によれば、作業光学表面定義ステップ、グローバル表面費用関数評
価ステップ、及び変更ステップＳ４２を有する代わりに、方法は、光学表面パラメータ決
定ステップを有してもよい。光学表面パラメータ決定ステップにおいては、グローバル表
面費用関数を極小化する少なくとも１つの光学表面パラメータが決定される。
【００７３】
　本発明による方法は、例えば、着用者に対して適合された眼科レンズの前部表面などの
眼科レンズの表面を最適化するべく、実装されてもよい。
【００７４】
　具体的には、本発明による方法は、選択された眼鏡フレームに完全にフィットするよう
に光学レンズの前部表面を最適化するべく、使用されてもよい。
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【００７５】
　従って、方法は、グローバル表面費用関数評価ステップＳ４１の前に、眼鏡フレームの
輪郭を表す輪郭データが提供される輪郭データ提供ステップＳ４１０を更に有してもよい
。更には、光学レンズの前部面とメガネレンズの間の完全なフィットを実現するように、
表面費用関数の組の表面費用関数のうちの少なくとも１つは、眼鏡フレームの輪郭と眼科
レンズの表面との間の逸脱の関数である。
【００７６】
　眼鏡フレームの輪郭と眼科レンズの表面との間の逸脱は、眼鏡フレームの輪郭の地点の
組のそれぞれの輪郭地点（Ｘ，Ｙ，Ｚ）と同一の座標（Ｘ，Ｙ）における眼科レンズの表
面の対応した表面地点（Ｘ，Ｙ，Ｚ’）の間のＺ座標の差を検討することにより、定義さ
れてもよい。
【００７７】
　眼鏡フレームの輪郭と眼科レンズの表面との間の逸脱は、輪郭の地点の組のそれぞれの
輪郭地点と前記表面地点における表面に対する法線が前記輪郭地点と交差する表面の表面
地点の間の座標の差を考慮することにより、定義されてもよい。眼鏡フレームの輪郭と眼
科レンズの表面との間の逸脱は、輪郭の地点の組のそれぞれの地点と予め定義された表面
の間の差の合計、最大値、又は平均値として定義されてもよい。
【００７８】
　当業者は、眼鏡フレームの輪郭と眼科レンズの表面との間の逸脱を定義するための任意
のその他の既知の方法を検討してもよい。
【００７９】
　本発明のこのような実施形態によれば、光学レンズの前部面は、例えば、近見視、遠見
視、及び中間視ゾーン内において定義された光学基準と着用者によって選択された眼鏡フ
レームの形状の間の最良の妥協である。有利には、このような表面を有する光学レンズは
、選択された眼鏡フレーム内において、相対的に容易且つ確実にフィットすることになる
。
【００８０】
　本発明の一実施形態によれば、費用関数の重みは、眼鏡フレームの輪郭と眼科レンズの
表面との間の逸脱を望ましい値に可能な限り近接させるように、最適化されうる。
【００８１】
　例えば、本発明による光学表面を最適化する方法は、眼鏡フレームの輪郭と眼科レンズ
の表面との間の逸脱を望ましい値に可能な限り近接させるように、費用関数の、特に、第
１費用関数と、眼鏡フレームの輪郭と眼科レンズの表面との間の逸脱の関数である費用関
数の、重みを、変化させることにより、実装される。
【００８２】
　眼鏡フレーの形状は、フレーム形状データベースから提供されてもよく、或いは、操作
者によって計測されてもよい。
【００８３】
　操作者が眼鏡フレームの輪郭を計測した際に、得られる輪郭データは、地点座標のリス
トに対応している。このような座標のリストは、本発明による方法において使用されるに
は、十分正確でない場合がある。実際に、輪郭データが地点のリストである際の眼鏡フレ
ームの輪郭と眼科レンズの表面との間の逸脱の関数である費用関数の極小化は、滑らかな
表面の提供と、即ち、第１費用関数の極小化と、矛盾した状態となりうる。
【００８４】
　従って、本発明は、以下のステップを有する眼鏡フレームの計測された輪郭を最適化す
る方法を提案する。
　－　輪郭データ提供ステップＳ４１０、
　－　作業輪郭定義ステップＳ４１１、
　－　第１輪郭費用関数提供ステップＳ４１２、
　－　輪郭費用関数の組提供ステップＳ４１３、
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　－　グローバル輪郭費用関数評価ステップＳ４１４、及び
　－　輪郭変更ステップＳ４１５
【００８５】
　本発明の一実施形態によれば、グローバル輪郭費用関数評価及び輪郭変更ステップは、
グローバル輪郭費用関数を極小化するように、反復される。
【００８６】
　輪郭データ提供ステップにおいて、輪郭の計測された地点が提供される。このような計
測された地点は、既知の計測装置を使用することにより、取得されてもよい。
【００８７】
　作業輪郭定義ステップにおいて、作業輪郭Ｃｗが定義される。例えば、作業輪郭は、輪
郭データの地点のそれぞれを結合することにより、或いは、データ地点の平均値を検討す
ることにより、取得されてもよい。
【００８８】
　一代替実施形態によれば、作業輪郭Ｃｗは、２つ以上の連続したデータ地点の複数の平
均値を検討することにより、取得されてもよい。
【００８９】
　第１輪郭費用関数提供ステップにおいて、第１輪郭費用関数Ｊｃ１が提供される。第１
輪郭費用関数Ｊｃ１は、作業輪郭Ｃｗの、例えば、全体などの少なくとも一部分の曲線の
ｍ次導関数の関数である。
【００９０】
　本発明の一実施形態によれば、ｍは、２以上の、且つ、４以下の、整数である。
【００９１】
　輪郭費用関数提供ステップにおいて、輪郭費用関数の組（Ｊｃ２、Ｊｃ３、．．．Ｊｃ
ｋ）が、提供され、ｋは、２以上の整数であり、即ち、輪郭費用関数の組は、少なくとも
１つの輪郭費用関数を有する。
【００９２】
　輪郭費用関数の組のそれぞれの輪郭費用関数は、輪郭の一部分上において定義されてお
り、且つ、少なくとも作業輪郭と輪郭の計測された地点の間の逸脱の関数である。例えば
、それぞれの費用関数は、作業輪郭と輪郭の計測された地点の一部分の間の逸脱が最小に
なった際に、最小になるように、定義される。
【００９３】
　一代替実施形態として、輪郭費用関数の組の輪郭費用関数の、例えば、すべてなどの少
なくとも１つは、輪郭の全体上において定義されている。
【００９４】
　グローバル費用関数評価ステップにおいて、グローバル輪郭費用関数が定義及び評価さ
れる。グローバル費用関数は、第１輪郭費用関数と輪郭費用関数の組の輪郭費用関数のそ
れぞれのものの重み付けされた合計であり、即ち、次式のとおりであり、
【数１４】

ここで、βｉは、ｉ番目の輪郭費用関数の重みであり、且つ、次式のとおりである。
【数１５】

【００９５】
　一実施形態によれば、第１輪郭費用関数の重みβ１は、０．００１以上であり、且つ、
０．０５以下である。
【００９６】
　輪郭変更ステップにおいて、作業輪郭が変更され、且つ、変更された作業輪郭について
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【００９７】
　輪郭変更ステップ及びグローバル費用関数評価ステップは、グローバル費用関数が最小
である作業輪郭を取得するように、反復される。
【００９８】
　有利には、取得された作業輪郭は、第１輪郭費用関数に起因して、滑らかな曲率を有し
ており、且つ、更なる輪郭費用関数に起因し、輪郭の正確な表現である。
【００９９】
　費用関数の組として複数の輪郭費用関数を有することにより、眼鏡フレームの輪郭の異
なる部分について異なる重みを有することができる。その他のものよりも輪郭の特定の部
分に対して相対的に大きな重みを付与することを所望する場合がある。これは、異なる輪
郭費用関数を定義すると共に異なる重みをそれぞれの輪郭費用関数に付与することにより
、実行されてもよい。
【０１００】
　本発明の一実施形態によれば、方法は、輪郭の計測された地点と最適化された輪郭の間
の最大逸脱値が定義されると共に計測された地点と最適化された輪郭の間の最大逸脱が前
記最大逸脱値と等しくなるように重み（例えば、第１費用関数に関連付けられた重み）が
調節される最大逸脱ステップを更に有してもよい。
【０１０１】
　本発明は、本発明による計測された輪郭を最適化する方法の費用関数の、特に、第１費
用関数の、重みが、計測された地点と輪郭の間の逸脱を望ましい値に可能な限り近接させ
るように適合される重み最適化方法に更に関する。
【０１０２】
　例えば、このような重み最適化方法においては、本発明による計測された輪郭を最適化
する方法は、計測された地点と輪郭の間の逸脱を極小化するように費用関数の重みを変化
させることにより、実装される。以上、全般的な発明の概念の限定を伴うことなしに、実
施形態を使用して本発明について説明した。
【０１０３】
　詳細に記述されている実施形態においては、最適化対象の光学表面は、眼科レンズの前
部表面であるが、本発明の代替実施形態においては、最適化対象の光学表面は、眼科レン
ズの後部表面であってもよいことを理解されたい。
【０１０４】
　更には、記述されている実施形態においては、光学レンズの後部表面は、機械加工プロ
セスによって形成されるものと示唆されているが、本発明の代替実施形態においては、レ
ンズの両方又は一方の表面が機械加工プロセスによって形成されてもよいことを理解され
たい。
【０１０５】
　更には、最適化対象の表面は、凹状として表されているが、この表面は、同様に、凸状
又は任意のその他の湾曲した表面であってもよいことを理解されたい。
【０１０６】
　一例としてのみ付与されると共に添付の請求項によって決定される本発明の範囲の限定
を意図したものではない以上の例示用の実施形態を参照した際に、当業者には、多くの更
なる変更及び変形が明らかとなろう。
【０１０７】
　請求項においては、「有する」という用語は、その他の要素又はステップを排除するも
のではなく、且つ、「ａ」又は「ａｎ」という不定冠詞は、複数であることを排除するも
のではない。異なる特徴が互いに異なる従属請求項において記述されているという事実は
、これらの特徴の組合せを有利に使用できないことを示すものではない。請求項中の任意
の参照符号は、本発明の範囲の限定として解釈してはならない。
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